
新旧対照表 

改正後 改正前 

福山市介護施設等非常用発電機等導入支援補助金交付要綱 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（補助対象機器） 

第４条 （略） 

２ 原則、本要綱の施行日から２０２５年（令和７年）６月３０日までに購

入・納品が完了した前項に掲げる機器等を対象とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、特に市長が認める場合は、この限りではない。 

 

第５条～第６条 （略） 

 

（補助金の交付手続） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）終了後に、次表

に掲げる書類を提出しなければならない。 

補助金交付申

請書兼実績報

告書 

添付書類 提出期限 

福山市介護施

設等非常用発

電機等導入支

援補助金交付

申請書兼実績

報告書【様式

第１号】 

１ 導入実績報告書【様式第２号】 

２ 収支決算（見込）書【様式第３号】 

３ 発電機等の領収書又は支払書の

写し 

４ 購入した発電機等の写真 

５ 購入した発電機等の性能などが

わかる資料 

市が別途指定

する期限 

 

第８条～第 14条 （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）１月２０日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）３月２１日から施行する。 

福山市介護施設等非常用発電機等導入支援補助金交付要綱 

 

第１条～第３条 （略） 

 

（補助対象機器） 

第４条 （略） 

２ 原則、本要綱の施行日以降に購入した前項に掲げる機器等を対象とす

る。 

３ （新設） 

 

第５条～第６条 （略） 

 

（補助金の交付手続） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補

助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）終了後に、次表

に掲げる書類を提出しなければならない。 

補助金交付申

請書兼実績報

告書 

添付書類 提出期限 

福山市介護施

設等非常用発

電機等導入支

援補助金交付

申請書兼実績

報告書【様式

第１号】 

１ 導入実績報告書【様式第２号】 

２ 収支決算（見込）書【様式第３号】 

３ 発電機等の領収書又は支払書の

写し 

４ 購入した発電機等の写真 

５ （新設） 

市が別途指定

する期限 

 

第８条～第 14条 （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）１月２０日から施行する。 


